
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

名古屋市「住まいの窓口」で、高齢者や障害者、所得 

が少ない方など住まいの確保に配慮を要する方々を対象 

に民間賃貸住宅への入居に関する相談を受け付けしてい 

ます。住まいサポートなごや相談員が対面でご相談を伺 

います。（予約制） 

＜実施場所＞ 

名古屋市「住まいの窓口」 

東区東桜一丁目 11 番 1 号  

オアシス 21 バスターミナル内 

＜相談日程＞                    ＜時 間 帯＞ 

月４回 原則：第１月曜、第２土曜、第３・第４金曜  午後１時～午後４時 

令和 7 年度（１月～３月分）            ＜予約受付＞ 
1月：5(月)・10(土)・16(金)・23(金)          名古屋市「住まいの窓口」 

2月：2(月)・14(土)・20(金)・27(金)          受付電話番号 052-961-4555  

3月：2(月)・14(土)・20(金)・27(金)    ■相談を希望される月の前月１日（定休日の場合は１日 

※令和８年度上半期分の日程は、        以降の営業日）から予約受付 

次号（Vol.19）にて掲載予定です。    ■市内に在住、在勤又は在学の方（予定を含む）が対象 

令和 8 年 1 月～3 月民間賃貸住宅入居相談 住 ま い サ ポ ー ト な ご や 
（ 名 古 屋 市 居 住 支 援 コ ー デ ィ ネ ー ト 事 業 ） 

す ま サ ポ 

🏠 ニ ュ ー ス 
（ V o l . 18 ） 

 

 

令和7年度居住支援セミナーを開催しました！ 
 令和 7 年 11月 14 日に対面集合形式で不動産関係者、     ＜賃貸借契約とは＞ 

福祉関係者などを対象に居住支援活動の理解を深めていた 

だくためのセミナーを以下のとおり開催しました。 

内容：第１部 講義「初心者向け！居住支援の基礎講座」 
     ＜名古屋市の居住支援の取り組みについて＞ 

 

 

 

 
                              ＜お部屋探しの基礎知識＞ 

 

 
 

 

 

 

            

第２部 事例検討 

「民間賃貸における入居中支援を考える」 

【事例提供者】住まいサポートなごや居住支援コーディネーター       ※資料一部抜粋 

【回答者】◆弁護士    （弁護士法人リブレ半田事務所 柴田将人氏） 

◆仲介業者   （株式会社ミニミニ 経営企画部部長 石川清泰氏）  

◆管理会社・大家（住まいサポートなごや住宅相談員） 

事例検討ではごみ屋敷で暮らす一人暮らし高齢者の入居中のトラブル事例を題材に、弁護士や仲

介会社、管理会社・大家の立場からの法的見解や現場での具体的な対応方法についての意見や、入

居中トラブルに対する注意喚起や個別対応の現状等、大家さん側の思いなどもお聞きしました。寄

せられる相談として「音」に関する相談が多いことや、大家・住宅関係者側からも「すぐに問題解

決に至らないことも多いが福祉関係者と繋がることで安心できる」といった意見もいただきました。 



 
 

 
住宅確保要配慮者の住まい先として候補に挙がることの多い民間賃貸住宅、市営住宅や公社賃貸

住宅、公的施策について学び、住まいに関する専門性や支援力の向上を図るとともに、法制度も踏
まえたうえで福祉関係者と住宅関係者がそれぞれ実際の活動を知り、相互理解を進め、今後の活動
に適切な連携ができることを目的に以下のとおり開催をしました。 
                                    ※資料一部抜粋 
☆１回目 ＜民間賃貸住宅編＞ 
 日時：令和 7 年 8 月 29 日 14 時～16 時   
 場所：名古屋市総合社会福祉会館 参加者：60 名 
   
  民間賃貸住宅での「立ち退き、家賃滞納、入居中 
のトラブルについて」事例を通じて弁護士や住宅関係 
者、福祉関係者とディスカッションをしながら学びを 

深めました。 
 
☆２回目 ＜市営住宅編＞ 
日時：令和 7 年 10 月 29 日 10 時～12 時 
場所：名古屋市総合社会福祉会館 参加者：60 名 

   
  市営住宅の申込から入居の流れや家賃、初期費用、 
給湯設備、家賃滞納時の対応、見守り等への取り組み 
について学びました。 

  また名古屋市住宅供給公社が管理する賃貸住宅であ 
 る公社賃貸について情報をいただきました。 
 

☆３回目 ＜公的施策編＞ 
日時：令和 7 年 12 月 16 日 14 時～16 時 30 分 
場所：Zoom によるオンライン開催 参加者：55 か所 

   
  住居を喪失した方や住居が不安定な方に対する公的 
施策について、保護施設、女性自立支援施設、養護老 
人 ホーム、更生保護施設、自立準備ホーム等各担当 
課からオンラインにて説明を受けチャットを利用し、 
質疑応答を行いました。 

 
※質疑応答（抜粋） 
 Q：住居を喪失した方の相談はどの区でも大丈夫ですか？ 
 A：生活保護の運用では現在地保護ということなので、今いる所（最寄りの場所）の福祉事務所

にご相談ください。 
 
 
住まいサポートなごやでは、居住に関わる相談をはじめ、各関係機関における居住支援の充実

や連携促進の取り組みを実施しています。 
 

令和７年度居住支援勉強会を開催しました！ 

 

 発行：住まいサポートなごや 

（名古屋市居住支援コーディネート事業） 

【住 所】名古屋市熱田区新尾頭 2-2-7富春ビル４Ｆ 

 

【電 話】０５２-６８４-８５９７ 

【FAX】０５２-６８４-８１３２ 

【Ｈ Ｐ】https://www.sumasapo-nagoya.jp/ 

 


